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香港政府が、（i）国内源泉譲渡益に対する課税の確実性1、
及び（ii）国外源泉譲渡益の対象範囲をあらゆる種類の資産
に拡大する2修正法案について説明

2023年10月19日、香港政府の財經事務及庫務局（以下、「FSTB」）と内国
歳入局（以下、「IRD」）は、これら2つの法案の背景と特定の条項について、利害
関係者を対象に説明会を実施しました。

（i）の法案は2023年10月20日に、（ii）の法案は23年10月13日に公表されました。
これら2つの法案の主要な条項については、実際には、FSTBとIRDがこれまでに
実施した説明会を通じて利害関係者に既に説明されています。これまでの説明会
で議論された内容については、EYが発行したタックスアラート3をご参照ください。

本タックスアラートでは、これら2つの法案の主な条項について、FSTBとIRDから
の最新の情報や説明をまとめています。

注記：

1. 2023年度内国歳入法改正法案（適格株主持分の譲渡益）、香港立法会、
www.legco.gov.hk/yr2023/english/bills/b202310201.pdf（2024年1月15日アクセス）

2. 2023年度内国歳入法改正法案（国外源泉譲渡益に対する課税）、香港立法会、
www.legco.gov.hk/yr2023/english/bills/b202310201.pdf（2024年1月15日アクセス）

3. 2023年9月20日付EY Japan税務ニュース「香港、国内源泉の譲渡益に対する課税の確実性、及び
国外源泉所得非課税（FSIE税制）制度の修正に関する最新情報」、2023年11月15日付EY Japan税
務ニュース「香港、国外源泉譲渡益の対象範囲を拡大するための修正法案が公表」

http://www.legco.gov.hk/yr2023/english/bills/b202310201.pdf
http://www.legco.gov.hk/yr2023/english/bills/b202310201.pdf
https://www.ey.com/ja_jp/ey-japan-tax-library/tax-alerts/2023/tax-alerts-09-20
https://www.ey.com/ja_jp/ey-japan-tax-library/tax-alerts/2023/tax-alerts-09-20
https://www.ey.com/ja_jp/ey-japan-tax-library/tax-alerts/2023/tax-alerts-11-15
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「課税の確実性の向上スキーム」（以下、「TCES」）

TCESの基本条件は、投資家が被投資企業の株式持分を譲渡前の24カ月間継続保有し、かつ、当該被投資企業の
総持分の15%以上を占めている必要があります。

TCESの適用の基本条件を満たす場合、当該被投資企業の譲渡益は、資本性と見なされ香港では課税されないため、
資本性か収益性かを判断するための「badges of trade」分析は不要となります。

以前のタックスアラートで説明したように、15%の基準値はグループ基準で判断されます。すなわち、企業が保有する
被投資企業の株式持分と、その「密接に関連する」事業体が保有する株式持分とを合算して、必要とされる15%の
基準値を満たしているかどうかを判断します。

「密接に関連する」事業体の定義

ここで問題となるのは「密接に関連する」事業体の定義です。具体的には、被投資企業に対する受益持分が50%以上で
あることに加え、被投資企業の株主総会において行使できる議決権は「密接に関連する」か否かの判断基準に含められる
かどうかが問題です。

このように議決権による判断を基準に含めることで、被投資企業が発行した株式の議決権において、他の種類株式に

比べて不釣り合いに高い議決権を有する種類株式を保有する投資家によって被投資企業が支配されている場合に対応
できます。

本法案では、一方の事業体（自然人ではない）が他方の事業体に対する議決権の50%超を直接的又は間接的に保有
していること、又は、別の事業体が各関連事業体それぞれに対して議決権の50%超を直接的又は間接的に保有している
ことで、「密接に保有する」関係という条件を満たすと規定しています。

「不動産取引事業」の定義

被投資企業が基準期間に「不動産取引事業」に従事しており、投資家がこの期間内に当該被投資企業の株式持分を
譲渡した場合、TCESの適用対象とはなりません。

本法案では、「香港又は香港域外に所在する不動産の取得・売却活動を行う事業体は、当該不動産の取得・売却活動が
不動産開発の事業に付随するものでない限り、当該企業は不動産取引事業を行う」と見なされます。

IRDは、「不動産取引事業」の定義には「トレーディング目的の不動産取引」は含まれないことを明確化しました。例えば、
一般的な商品取引事業者が、短期的に利益を得る目的で、ある年度に単独の住宅取引を行っただけの場合、当該商品
取引事業者は当該年度において「不動産取引事業」に従事しているとは見なされません。

反対に、通常は不動産の取引事業を行っている事業体が、ある年度に不動産を転売しなかったからといって、必ずしも当該
年度に「不動産取引事業」に従事していなかったと見なされるとは限りません。特に、当該年度中に未販売の不動産を
保有していたケースはこのような事象に該当します。

「トレーディング目的の株式」の定義

「トレーディング目的の株式」と見なされる株式持分の譲渡は、TCESの適用対象外となります。

具体的には、本法案では、投資家の口座に反映された株式持分の時価評価損益が課税対象、又は損金算入となっている
場合、当該株式持分は「トレーディング目的の株式」と見なされます。

また、被投資企業の株式持分の一部譲渡から得られた譲渡損益が過年度にて課税対象、又は損金算入となっていた
場合には、同じ機会に取得した残りの株式持分も「トレーディング目的の株式」と見なされます。

施行日

TCESは、法案の可決を前提に、2024年1月1日以降の国内源泉の譲渡益で、23年4月1日以降に開始する課税年度の
対象期間に計上される譲渡益に対して適用されます。

TCESの法的規定は、シンガポールの同様の制度とは異なり、有効期限はありません。
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国外源泉譲渡益の対象範囲をあらゆる種類の資産へ拡大

本法案は、現行の国外源泉所得非課税制度（以下、「FSIE税制」）の下で国外源泉譲渡益の対象となる範囲を、株式
持分のみから、あらゆる種類の資産へ拡大しようとしています。

この提案されている変更は、欧州連合（以下、「EU」）が2022年12月に発表したFSIE税制に関するガイダンスの
アップデートに準拠するためのものです。このような対象範囲の拡大を行わなければ、香港はEU加盟国による経済的な
対抗措置の対象となる可能性があります。

グループ内軽減措置

あらゆる種類の資産に適用される条件

本法案では、関連事業体が2年間、（i）75%の基準値で関連性を維持し、かつ（ii）香港の事業所得税が課されることを条件
として、あらゆる種類の資産のグループ内譲渡から生じる利益は、譲渡時に課税されないという軽減措置を認めています。

前述の「密接に関連する」という用語と同様に、75%の関連性についても、一方の事業体が他方の事業体に対して
議決権の75%超を直接的又は間接的に保有しているか、又は別の事業体が各関連事業体それぞれに対して議決権の
75%超を直接的又は間接的に保有していることにより条件を満たすことになります。

知的財産（以下、「IP」）のグループ内移転に適用される特定のグループ内軽減措置

本法案は、IP資産譲渡益に関して、FSIE税制の下で取得したIPから生じる譲渡益又はロイヤリティ収入が課税対象と
なるかを判断するために、グループ内譲渡後の譲受企業のネクサス比率をどのように計算するかについて、具体的な
規定を設けています。

具体的には、本法案のセクション15OA（9）は、譲受企業がIPに関連する譲渡企業の適格研究開発支出（以下、「QE」）
及び非適格支出（以下、「NE」）を負担したと見なすと規定しています。

言い換えれば、FSIE税制の下で取得したIPから得られる譲渡益に対する譲受企業のネクサス比率を計算する上で、
このような譲渡企業の支出は、グループ内譲渡後に譲受企業が負担したQE及びNEに加算されることになります。

譲受企業のネクサス比率の計算上、IPのグループ内譲渡はなかったかのように扱うことが、このみなしアプローチの
目的です。

しかし、譲渡企業のQEとNEは、IPのグループ内譲渡の価格や対価に反映されます。譲受企業が支払うこのような価格や
対価は、当該譲受企業のNEとなります。そのため、みなしアプローチでは二重計上が生じる可能性があります。別添にて、
関連する設例について示します。

ただし、上記のみなしアプローチでは、譲受企業が取得したIPから得たロイヤリティ収入には適用されない見込みです。
言い換えれば、FSIE税制の下で非課税となるロイヤリティ収入の範囲を決定するにあたっての譲受企業のネクサス比率
では、譲受企業自身が負担したQEとNEのみが対象となります。
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ビジネスの円滑化措置

現行のFSIE税制と同様に、国外源泉譲渡益の対象範囲が拡大するにあたって税務申告を行う際には、経済的実体要件
（以下、「ESR」）への順守を証明するには、不可欠な概要情報と申告が要求されます。

IRDは、納税者に確実性を提供するために、法案可決前の経過措置として、ESRへの順守に関する事前裁定又は長官の
意見書を引き続き提供します。これらの裁定や意見書は、最長で5年間有効です。

また、現行のFSIE税制の下での所得について、ESRの充足に関して裁定や長官の意見書を取得した納税者に向けて、
当該裁定又は意見が他の種類の資産の譲渡にも適用できるよう付属別表が用意されています。

さらに、IRDは、納税者の修正FSIE税制への理解を促進するために、設例やよくある質問を含む実務ガイダンスを公表する
予定です。また、IRDの専門チームは、修正FSIE税制に関する納税者のあらゆる質問に対応することができます。

論評

EYは、政府がTCESの設計、及びあらゆる種類の資産の国外源泉譲渡益に対するグループ内軽減措置を含めたFSIE
税制の修正案において、利害関係者からの提案が多く受け入れられていることを歓迎します。

しかしながら、上述した譲受企業のネクサス比率の計算が示すように、IP資産の譲渡についてグループ内軽減措置を
受けた場合、そのような取得資産から生じる所得の課税は複雑になる可能性があります。

上記や法案についてご質問やご意見がある場合は、ご担当の税務専門家にご相談ください。
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別添 – FSIE税制の下でのネクサス比率の計算方法に関する設例

X1年、A社は適格IPを自社開発し、100香港ドルの適格研究開発費（以下、「QE」）を支出しました。

FSIE税制の下では、国外源泉のIP収入の全部又は一部を非課税扱いとするネクサス比率は、特許又は特許類似ノウハウ
の形態での適格IPにのみ適用されます。商標などの他の種類のIPから得られる国外源泉のIP収入は、香港で受領した
場合、FSIE税制の下で全額が課税され、ネクサス比率はそのような収入には適用されません。

X2年1月1日に、A社は、関係会社であるB社に150香港ドルで適格IPを譲渡し、50香港ドル（150香港ドル-100香港
ドル）のグループ内譲渡益を得ました。

X2年及びX3年に、B社は、取得した適格IPに関連して次の費用を支出しました。

*B社がA社に支払った適格IPのグループ内譲渡のみなし取得価格100香港ドルを表します。実際に支払った対価は150
香港ドルであるにもかかわらず、法案のセクション15OA（5）により、A社がIPについて負担した開発費用である100香港
ドル（すなわち、A社が負担した適格R&D費用）のみが、B社の負担した取得原価と見なされます。

すべてのIP資産譲渡益が（i）国外源泉であって、（ii）譲渡日に香港で受領し、かつ（iii）A社とB社は保有期間を通じて
関連性を維持しており事業所得税の課税対象であると仮定します。

X4年1月1日に、B社は適格IPを230香港ドルでグループ外の事業体に譲渡し、70香港ドル（230香港ドル-160香港
ドル）の譲渡益を得ました。この場合、B社は、A社から適格IPを取得するための費用について、実際の支払額が150
香港ドルであったにもかかわらず、2年間の「関連性」を維持して事業所得税が課されるという条件に違反していないこと
から100香港ドルのみを負担したと見なされます。

税務上の効果

グループ内のIP資産譲渡益

A社がB社に適格IPを譲渡した際に生じた50香港ドルの譲渡益は、グループ内軽減措置により免税対象となります。

X2年 X3年

QE 60 -

非適格支出（NE） 100* -

B社が負担したQEとNEの合計 160 -
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X4年1月1日の非関連事業体への譲渡にて発生する70香港ドルのIP譲渡益について

＜シナリオ（i）＞

法案のセクション15OA（9）を文字通りに解釈するならば、X4年1月1日に取得したIPの資産譲渡益に関連するB社の
ネクサス比率を決定するにあたって、譲渡企業（すなわち、A社）のQEとNEを譲受企業（すなわち、B社）が負担したQEと
NEと合算する必要があります。

X4年1月1日の適格IP譲渡について、B社のネクサス比率は次のとおりです。

上記比率の分子は、A社とB社のQEを合算したものであり、分母の総支出額を上限に30%引き上げられます。分母は、
A社とB社がそれぞれ負担したQEとNEを合算したものです。

したがって、X4年の譲渡益である70香港ドルのうち、FSIE税制の下で非課税となる部分は以下のとおりです。

70香港ドル× 80% = 56香港ドル

EYの所見：B社が負担した100香港ドルのグループ内取得原価は、A社が負担した100香港ドルのQEをB社のNEにする
ことで、ある意味、二重計上となる可能性があります。B社が取得した適格IPの譲渡について、B社のネクサス比率を決定
するにあたって、A社とB社のNEとQEをそれぞれ別々に把握してから合算しなくてはならない場合がこれに該当します。

※下記、比較シナリオ（ii）を参照。

＜シナリオ（ii）＞

グループ内取引において、100香港ドルのみなし取得価額を譲受企業のNEとしない場合、取得したIPの譲渡についての
B社のネクサス比率は、次のとおりです。

このシナリオでは、分母にNEが存在しないため、分子の引き上げは行われません。

したがって、X4年の譲渡益である70香港ドルのうち、FSIE税制の下で非課税となる部分は以下のとおりです。

70香港ドル× 100% = 70香港ドル

A社 B社

（B社負担と見なされます）

X2年 X3年

QE 60 なし

NE 100 なし

X1年

QE 100

NE なし

(100 + 60) × 130%
= 80% 

100 + 100 + 60

(100 + 60) × 130%
= 100% 

100 + 60
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